
ご意見をお伺いしたい内容 事務局案

１
「いのちを支える清瀬市自殺対策計画」を2年延長したこ

とに伴う、自殺対策を通じて達成すべき当面の目標値の設

定について

・自殺対策を通じて達成すべき当面の目標値として、

令和８年度までに自殺死亡率を平成２７年と比較して

３０％以上減少させることを目標値（令和8年の自殺

死亡率を6.6％まで低下させる）としている。

・令和4年の自殺死亡率は16.0％であり、令和8年の目

標値である6.6％には、9.4％の差があるため、目標値

を変えずに、引き続き、目標値に向かって事業を実施

することはいかがか。

２ 各委員の所属団体における取組について ・各委員より、ご報告を願いたい。

３ 清瀬市の自殺の状況を踏まえた自殺予防対策について

・清瀬市の自殺予防対策事業について、協力できるこ

とがあれば、ご教示いただきたい。

・また、自殺予防対策事業について、より充実した事

業を実施するために、考えられることがあればご教示

願いたい。

ご意見をいただきたい事項について
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